
面会についてのご案内

５月18日（月）より面会時間が下記のとおり変更となります。面会等においては、「入

館許可証」が必要となりますので、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。

【面会時間】14：00 ～ 19：00 ※精神科病棟については17：00まで

◎面会されるお時間は 30分以内とさせていただきます。

◎洗濯物等の荷物の受け渡し等の来院につきましても、面会時間内でのご協力をお願いします。

◎面会の際は、必ずマスク（できれば不織布マスク）の着用をお願いします。

【面会場所】病室に限定

【面会対象者】ご親族の方

◎ただし、１回の面会につき２名までとします。（未就学児はご遠慮願います。）

【面会時間以外の病棟立ち入りが許可される場合について】

※キーパーソンとは、病院から症状説明や今後の治療方針の説明をうけ、ご家族や関係者の意向を

とりまとめて、病院とのやりとりを行う立場の人

【面会、病棟への立入りの方法】

１．入院時ご親族を対象に２名分の「入館許可証」をお渡ししますので、面会時は見えるよう提示願います。

２．大部屋での面会の場合はカーテンを引いてください。（病室内での飲食は禁止です。）

３．「入館許可証」は退院日に必ず返却をお願いします。

※面会対象のご親族でも、発熱（37.0℃以上）等の症状（感染症の疑い）のある方、学校や職場等で新型
コロナやインフルエンザが流行している方の面会はお断りさせていただきますのでご了承願います。

令和８年５月18日 岩手県立大船渡病院

入院退院時の同行 1名

医師からの病状説明 キーパーソンを含め2名まで

危篤・ご臨終等の病状悪化時 個別対応となりますので病棟スタッフが説明いたします

手術等の待機時 キーパーソンを含め2名まで


